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第１章　指定基準・最低基準（人員）

1・従業者

(1)　医師

(2)　看護職員(保健師、看護師又は准看護師）

(3)　理学療法士又は作業療法士

(4)　生活支援員

(5)　看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数

員数 　単位（クラス）ごとに、1以上

要件 　原則として専従

員数 　利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

備考 　嘱託医を確保することをもって、必要な数を満たすものとして取り扱うことができる。

要件 　原則として専従

　理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、機能訓練等を行う能力を有する
次の者をもって代えることができる。
　・看護師　・柔道整復師　・あん摩マッサージ指圧師　・言語聴覚士

　利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、事業所の生活
支援員が兼務して行っても差し支えない。

備考

員数
　利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、単
位ごとに、訓練を行うために必要な数

要件 　原則として専従

　単位ごとに、1以上

　1人以上は常勤でなければならない。

要件
①

②

　単位ごとに、常勤換算方法で、次の平均障害支援区分に応じ、それぞれに掲げる数

員数

（3）平均障害支援区分が5以上　利用者の数を3で除した数以上

　原則として専従

（2）平均障害支援区分が4以上5未満　利用者の数を5で除した数以上

（1）平均障害支援区分が4未満　利用者の数を6で除した数以上

備考 　利用者の数は、前年度の平均値。新規に指定を受ける場合は推定数による。

員数
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(6)　その他留意点等

2・サービス管理責任者

備考

（1）事業所内の兼務

　他の従業者も原則として専従であるため、基本的には認められない。やむを得ない理由がある
場合等であって、利用者の支援に支障がない場合は、他の職務等に従事することも可能である
が、当該他の職務等に必要な員数に算入することはできない。

（2）他事業所等における職務との兼務

　次の（ア）又は（イ）に該当する場合であって、兼務する他事業所等の利用者を合わせて計画
作成対象者が60人以下であれば、他事業所等のサービス管理責任者を兼務することが可能。

（ア）他事業所等において、専従かつ常勤のサービス管理責任者１人に「加えて配置すべきサー
ビス管理責任者」となること。　※１人目として配置するサービス管理責任者の兼務は不可。

員数

　事業所ごとに、次に掲げる利用者の数に応じ、それぞれに掲げる数
（1）利用者の数が60以下　1以上
（2）利用者の数が61以上　1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加
えて得た数以上

　階を隔てるなど、同時に、２つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われて
いるとはいえないこと。

② 　単位ごとの利用定員が20人以上であること。

③
　平均障害支援区分の算出は単位ごとに行い、当該単位ごとに必要とされる従業者が確保されて
いること。

①

Ａ＝（2×区分2の利用者数）＋（3×区分3の利用者数）＋（4×区分4の利用者数）＋（5×区
分5の利用者数）＋（6×区分6の利用者数）

Ｂ＝総利用者数

単位（クラス）
　生活介護の提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるもの。複数の単位を設
定する場合の要件は以下のとおり。

（イ）指定共同生活介護（ケアホーム）、指定共同生活援助（グループホーム）又は指定宿泊型
自立訓練事業所に置くべきサービス管理責任者となること。

備考

要件

　同時に行われる単位の数の常勤の従業者（サービス管理責任者を除く。）が必要となる。

要件

平均障害
支援区分

（1）平均障害支援区分の算出における利用者は、区分の要件を満たさない経過措置対象者を除
き、利用者数は「前年度の利用者延べ数」とする。

（2）Ａ÷Ｂ（小数点第二位以下を四捨五入）により算出。

① 　1人以上は常勤でなければならない。

② 　原則として専従

　次の場合であって、利用者に対するサービス提供に支障がないときは他の業務との兼務も可
能。
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3・管理者

4・従たる事業所を設置する場合

5・最低規模

　生活介護事業所は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

（1）社会福祉法 第19条第1項各号のいずれかに該当する者
　ア　厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
　イ　厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
　ウ　社会福祉士
　エ　厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
　オ　ア～エと同等以上の能力を有すると認められる者として省令で定めるもの

（2）社会福祉事業に2年以上従事した者

（1）事業所内の兼務

（2）他事業所等における職務との兼務

　主たる事業所及び従たる事業所それぞれに、常勤かつ当該事業所の職務に専ら従事する従業者
（サービス管理責任者を除く。）を置かなければならない。

要件

（1）～（3）のいずれかに該当する者であること。

② 　原則として専従

備考

（3）（1）又は（2）と同等以上の能力を有すると認められる者

①

　次の場合であって、管理業務に支障がないときは他の業務との兼務も可能。

　事業所の従業者（サービス管理責任者含む。）としての職務に従事するとき。

　他の障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等の管理者又はサービス管理責任者若し
くは従業者としての職務に従事するとき。

要件
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第2章　指定基準・最低基準（設備等）

備考1
　原則として一の建物につき、一の事業所とするが、利用者の利便のため、利用者に身近な社会
資源（既存施設）を活用して、事業所の従業者が当該既存施設に出向いて生活介護を提供する場
合については、これらを事業所の一部とみなして設備基準を適用する。

⑤
　相談室は、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。相談室及び多目
的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

要件

①
　事業所の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等
の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

⑥ 　洗面所及び便所は、利用者の特性に応じたものであること。

③

備考2

　訓練・作業室等、面積や数の定めのない設備については、利用者の障害の特性や機能訓練又は
生産活動の内容等に応じて適切な生活介護が提供されるよう、適当な広さ又は数の設備を確保し
なければならない。（複数種類の生産活動等を行う場合には、当該活動の種類ごとに訓練・作業
室を区分するとともに、それぞれの活動に適した設備と広さを確保する等。）

④
　訓練・作業室は、次のいずれにも該当すること。
　（1）訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
　（2）訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

②
　訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければな
らない。

　原則として生活介護事業所の専用のものとするが、利用者の支援に支障がない場合はこの限り
でない。
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第3章　介護給付費等に係る基準（人員配置要件等があるもの）

1・人員配置体制加算

※　喀痰吸引等…口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう若し
　くは腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養をいう。

　利用者の数は、指定基準上の人員配置同様に前年度の平均値。

備考3 　加算（Ⅰ）から優先していずれかの算定が可能。

備考4 　新規に指定を受ける場合であっても、推定数等で算定が可能。

加算
（Ⅱ）

単位 　定員に応じた単位数

要件

　以下のいずれの要件にも該当すること。

（1）区分5若しくは区分6に該当する者又は区分4以下であって行動関連項目の点数換算が10点
以上の者若しくは喀痰吸引等（※）を必要とする者が利用者の合計数の100分の50以上である事
業所

（2）単位ごとに、常勤換算方法で配置すべき看護職員等の総数が、利用者の数を2で除した数以
上

備考1 　加算の単位適用及び人員配置はクラスごととなるが、利用者要件の判断は事業所となる。

加算
（Ⅲ）

単位 　定員に応じた単位数

要件 　単位ごとに、常勤換算方法で配置すべき看護職員等の総数が、利用者の数を2.5で除した数以上

備考2

加算
（Ⅰ）

単位 　定員に応じた単位数

要件

　以下のいずれの要件にも該当すること。

（1）区分5若しくは区分6に該当する者又は区分4以下であって行動関連項目の点数換算が10点
以上の者若しくは喀痰吸引等（※）を必要とする者が利用者の合計数の100分の60以上である事
業所

（2）単位ごとに、常勤換算方法で配置すべき看護職員等の総数が、利用者の数を1.7で除した数
以上
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2・福祉専門職員配置等加算

　生活介護の事業所ごとに、以下の要件に該当している場合に加算が可能。

備考2
　加算Ⅰ、加算Ⅱ及び加算Ⅲの（2）は実人数で要件を判断し、加算Ⅲの（1）は常勤換算方法で
分子及び分母となる勤務時間数を算定し、判断することとなる。

備考3

　多機能型事業所又は複数の日中活動を行う障害者支援施設においては、全てのサービス種別の
直接処遇職員（加算の要件判断に用いる職種に限る。）を合わせて判断する。

　事業所内の複数のサービスにおける直接処遇職員を兼務する場合は、それぞれの職種の勤務の
合計時間数が「常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していることで常勤職員に含めることが
可能。

備考4
　同一法人の他の事業所等の職務を兼務している者であって、常勤職員が勤務すべき時間数に達
しているものは、事業所における勤務時間が、1週間に勤務すべき時間数の100分の50以上であ
れば、常勤職員に含めることが可能。

備考1
　加算（Ⅰ）又は加算（Ⅱ）を算定している場合は、加算（Ⅲ）は算定できない。（いずれかの
算定が可能。）

備考2

　「３年以上従事」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数とする。

　勤続年数の算定に当たっては、同一法人の経営する他の障害福祉サービス事業所、障害者支援
施設、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、社会福祉施設、病院等の直接処遇職員（非常勤
でも可）の勤続年数を含めることができる。

備考1
　「常勤で配置されている従業者」とは、正規又は非正規雇用にかかわらず、当該事業所におい
て「常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達している従業者をいう。

要件
　生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健
福祉士である従業者の割合が100 分の25 以上であること。

加算
（Ⅲ）

単位 　6単位

要件

　以下のいずれかの要件に該当すること。

（2）生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3 年以上従事している従業者の割
合が100 分の30 以上であること。

加算
（Ⅰ）

単位 　15単位

要件
　生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健
福祉士である従業者の割合が100 分の35 以上であること。

単位

（1）生活支援員として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が
100 分の75 以上であること。

　10単位

備考1 　加算（Ⅰ）を算定している場合は、加算（Ⅱ）は算定できない。（いずれかの算定が可能。）

加算
（Ⅱ）
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3・常勤看護職員等配置加算

4・視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

要件 　常勤換算方法で１以上の看護職員を配置していること

備考1 　「看護職員」とは、保健師又は看護師若しくは准看護師を指す。

備考2 　看護職員の配置及び利用定員については、指定生活介護等の単位ごとに算定すること。

単位

① 　利用定員が20人以下　　28単位

② 　利用定員が21人以上40人以下　　19単位

③ 　利用定員が41人以上60人以下　　11単位

④ 　利用定員が61人以上80人以下　　　8単位

⑤ 　利用定員が81人以上　　　6単位

①
　視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が、利用者の数に100分の30を乗じて得
た数以上であること。

備考3
　専門性を有する者は、次のいずれかに該当するもの。
（1）視覚障害者への支援…点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者
（2）聴覚障害又は言語機能障害者への支援…手話通訳等を行うことができる者

備考4
　多機能型事業所又は複数の日中活動を行う障害者支援施設においては、全てのサービス種別の
利用者数で利用者要件を判断し、人員配置要件は、多機能型事業所の視覚障害者等の数を50で除
して得た数以上とする。

②
　視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事
する従業者を、指定基準上の人員配置に加え、常勤換算方法で、利用者の数を50で除して得た数
以上配置している事業所であること。

備考2 　利用者の数は、前年度の平均値。

　視覚障害者等は、以下のとおり、取扱うものとする。

備考1

【視覚障害者】身体障害者手帳1級又は２級かつ日常生活におけるコミュニケーションや移動等に
支障があると認められるもの

【聴覚障害者】身体障害者手帳２級かつ日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認
められるもの

【言語機能障害者】身体障害者手帳3級かつ日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認
められるもの

　次のいずれかに該当する者は、2人分として計算し、利用者数の要件（100分の30以上）を判
断することができる。
（1）視覚、聴覚若しくは言語機能障害が重複している者
（2）視覚、聴覚又は言語機能障害に加えて、知的障害（重度でなくても可）を有する者

　41単位単位

要件
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5・リハビリテーション加算

6・食事提供体制加算

　施設外で調理されたものを提供する場合は、クックチル、クックフリーズ若しくは真空調理等
により調理を行う過程において急速に冷却若しくは冷凍したものを再度加熱して提供するもの又
はクックサーブにより提供するものであって、運搬手段等について衛生上適切な措置がなされて
いるもののみ認められる。

単位 　20単位

①
　医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハ
ビリテーション実施計画を作成していること。

備考3 　出前の方法、市販の弁当を購入して利用者に提供するような方法は対象とならない。

要件

備考1
　食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えな
い。

備考2

②
　利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作
業療法士若しくは言語聴覚士が指定生活介護等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に
記録していること。

要件

　次のいずれの要件にも該当すること。

③
　利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計
画を見直していること。

④

（1）入所利用者について、リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴
覚士が、看護師、生活支援員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生
活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

（2）通所利用者について、事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定相談支援事業者を通じ
て、障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の
留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

　原則として、事業所内の調理室を使用して調理し、食事を提供する体制があること。

単位 　30単位
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7・延長支援加算

③

②

備考3

　運営規程に定める営業時間が８時間以上であること。

　延長時間帯に、障害福祉サービス基準の規定により置くべき職員（直接支援業務に従事する者
に限る。）を１名以上配置していること。

　営業時間の前後の延長時間帯において、個別支援計画に基づき、指定生活介護等を行うこと。

　施設入所者は対象とならない。

①

単位 　延長時間１時間未満…61単位　延長時間１時間以上…92単位

　次のいずれの要件にも該当すること。

備考4
　延長時間帯に支援する手間等を評価する加算のため、延長時間帯に支援している利用者が多数
を占める場合等は、営業時間を見直すべき場合もあることに留意すること。

備考1 　「営業時間」には、送迎に要する時間を含まれない。

備考2
　個々の利用者の実利用時間は問わず、1日のサービス提供時間は８時間未満であっても、営業時
間を超えて支援を提供した場合には、加算の対象となる。

要件
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8・送迎加算

備考2
　ケアホーム又はグループホームと指定生活介護事業所等との間の送迎を行った場合について
も、送迎加算の対象となる。

備考3
　利用者の居宅以外であっても、事業所の最寄り駅や集合場所との間の送迎も対象となるが、事
前に利用者と合意のうえ、特定の場所を定めておくこと。

備考4
　送迎を外部事業者へ委託する場合も対象とすることが可能だが、利用者へ直接公共交通機関の
利用に係る費用を給付する場合等は対象とならない。

③ 　週３回以上の送迎を実施していること。

重度
対応

　上乗せは、区分5若しくは区分6に該当する者又は区分4以下であって行動関連項目の
点数換算が10点以上の者若しくは喀痰吸引等を必要とする者が、送迎利用者の合計数の
100分の60以上である事業所であること。

備考1
　多機能型事業所又は同一敷地内に複数の事業所が存する場合については、原則として一の事業
所として取り扱う。

加算
（Ⅰ）

単位
① 　基本の加算（片道）　27単位

② 　重度対応の上乗せ（片道）　14単位を更に加算

要件

基本の
加算

　原則として、次のいずれの要件にも該当すること。

① 　利用者の居宅等と事業所等との間における送迎を実施すること。

②
　１回の送迎につき、平均10人以上（ただし、利用定員が20人未満の事業所
にあっては、１回の送迎につき、平均的に定員の100分の50以上）の利用者が
利用すること。

③ 　週３回以上の送迎を実施していること。

重度
対応

　上乗せは、区分5若しくは区分6に該当する者又は区分4以下であって行動関連項目の
点数換算が10点以上の者若しくは喀痰吸引等を必要とする者が、送迎利用者の合計数の
100分の60以上である事業所であること。

加算
（Ⅱ）

単位
① 　基本の加算（片道）　１３単位

② 　重度対応の上乗せ（片道）　14単位を更に加算

要件

基本の
加算

　原則として、次の①を満たし、②又は③のいずれかの要件に該当すること。

① 　利用者の居宅等と事業所等との間における送迎を実施すること。

②
　１回の送迎につき、平均10人以上（ただし、利用定員が20人未満の事業所
にあっては、１回の送迎につき、平均的に定員の100分の50以上）の利用者が
利用すること。
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